
共助交通（公共交通空白地有償運送）とは…鳥取市が推進

○十分な輸送サービスが確保できない場合、実費かつ営利とは認められない範囲内で

行う輸送サービス

○道路運送法に基づく国土交通省への登録が必要

○運行主体となれるのは、NPO、地方自治法に規定する認可地縁団体（町内会・自治

会が不動産登記等を行うために法人化の認可を受けた団体）、営利を目的としない

法人格を有しない社団であって代表者の定めがあるもの など

○自家用自動車による有償運送が可能

○２種免許がなくても、講習を受ければ運転可能

○利用者は事前の会員登録が必要

※市長が認める場合は、来訪者等登録がない者も利用可能



共助交通に対する市の支援制度
鳥取市交通空白地有償運送者支援事業費補助金


